
一

所
在
地
を
変
更
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
変
更
後
の

所
在
地

登
録
情
報
処
理
機
関
の

名
称

変
更
後
の
事
務
所
の
所

在
地

財
団
法
人
工
業
所
有
権

電
子
情
報
化
セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
五
番

町
５
番
地
５

オ
リ
ケ
ン
五
番
町
ビ
ル

二

変
更
の
日

平
成
十
八
年
四
月
十
日

平成˜Ÿ年›月˜—日 月曜日 第›š˜›号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日農

林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

一
^

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
阿
蘇
郡
高
森
町
大

字
中
字
猿
頭
一
五
三
〇
・
一
五
三
二
（
以
上
二
筆
合

併
）、
一
五
三
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
一
五
三
四
の
一
、
一
五
三
四
の
二
、
一
五
三

五
、
球
磨
郡
水
上
村
大
字
岩
野
字
下
野
々
平
二
〇
二

〇
の
一
七
、
二
〇
二
〇
の
二
〇
、二
〇
二
〇
の
二
一
、

字
松
ノ
下
二
〇
六
五
の
二
、
二
〇
六
五
の
六
、
二
〇

六
五
の
七
、
字
水
清
谷
二
一
一
三
の
五
、
二
一
一
三

の
八
、
二
一
一
三
の
九
、
二
一
一
三
の
一
四
、
二
一

一
三
の
四
〇
、
二
一
一
三
の
四
三
、
二
一
一
三
の
四

四
、
二
一
一
三
の
五
二
、
二
一
一
三
の
五
三
、
二
一

一
三
の
五
五
、
二
一
一
三
の
五
六
、
二
一
一
三
の
六

五
、
二
一
一
三
の
七
九
、
二
一
一
三
の
八
五

_

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

字
松
ノ
下
二
〇
六
五
の
六
・
字
水
清
谷
二
一

一
三
の
九
・
二
一
一
三
の
一
四
・
二
一
一
三
の

四
三
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

]

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

^

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

_

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
^

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
八
代
市
日
奈
久
上

西
町
字
堂
山
甲
四
〇
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
山
鹿
市
鹿
北
町
芋
生
字
西
細
永
三
八
八
〇
の

一
、
三
八
九
二
の
一
、
三
八
九
六
の
一
、三
九
〇
〇
、

上
益
城
郡
甲
佐
町
大
字
上
早
川
字
長
田
四
六
八
七

_

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

字
堂
山
甲
四
〇
〇
・
字
西
細
永
三
八
九
六
の

一
・
三
九
〇
〇
・
字
長
田
四
六
八
七
（
以
上
四

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

]

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

^

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

_

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
並
び
に
関
係
市
役
所

及
び
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日農

林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
人
吉
市
上
永
野
町
字

戸
屋
ノ
迫
二
八
三
三
の
一
三
、
葦
北
郡
芦
北
町
大
字
大

尼
田
字
賀
々
俣
一
三
七
三
、
一
三
七
四
の
一
か
ら
一
三

七
四
の
四
ま
で
、
一
三
七
四
の
六
か
ら
一
三
七
四
の
九

ま
で
、
一
三
七
七
の
一
、
一
三
七
七
の
二
、
球
磨
郡
多

良
木
町
大
字
多
良
木
字
梶
屋
三
四
九
一
の
一
九
、
字
鍛

冶
屋
ノ
谷
八
七
九
〇
、
あ
さ
ぎ
り
町
皆
越
字
小
原
一
三

〇
七
の
一
、一
三
〇
七
の
三
か
ら
一
三
〇
七
の
五
ま
で
、

五
木
村
甲
字
田
口
三
三
〇
七
の
二
、
水
上
村
大
字
江
代

字
里
道
二
六
八
二
、
二
六
八
四
、
二
六
九
五
の
一
、
二

六
九
五
の
五
、
二
六
九
五
の
七

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

\

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

梶
屋
三
四
九
一
の
一
九
・
字
鍛
冶
屋
ノ
谷
八

七
九
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
字
小
原
一
三
〇
七
の
五

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

]

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
並
び
に
人
吉
市
役
所

及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日農

林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
球
磨
郡
多
良
木
町
大

字
槻
木
字
高
瀧
五
三
九
の
二
〇
、
水
上
村
大
字
岩
野
字

椎
葉
一
九
〇
〇
の
四
、大
字
江
代
字
内
ノ
口
二
〇
二
一
、

字
中
尾
二
〇
二
三
の
一
、
五
木
村
甲
字
穂
楊
枝
六
〇
五

三
、
六
〇
五
四

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊

本
県
庁
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
特
許
庁
告
示
第
三
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
登
録
情
報
処
理
機
関
と
し
て
登
録
し
た
財
団
法
人
工

業
所
有
権
電
子
情
報
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
情
報
処
理
業
務

を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
三
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日

特
許
庁
長
官

中
嶋

誠

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
二
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
付
け

を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
を
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
Ｆ
`
342号

表
面
仕
上
材
（
表

面
床
張
り
材
）

ハ
ル
テ
ッ
ク
ス
エ

ポ
キ
シ
レ
ジ
ン

株
式
会
社
コ
ス
モ

大
分
県
臼
杵
市
大
字
末
広
3527

番
地
の
７

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
三
号

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
動
力
車
操
縦
者
養
成
所
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

動
力
車
操
縦
者
養
成
所
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

動
力
車
操
縦
者
養
成
所
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
五
年
運
輸
省
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社
鉄
道
事
業
本
部
事
業
統
括
部
東
急
教
習
所
の
項
中
「
神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
木
月
六
四

二
番
地
」
を
「
神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
木
月
三
丁
目
三
六
番
二
号
」
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
四
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
評
価
方
法
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

Ÿ
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